


平成18年第3回定例会が9月4日に開会され、
五條市長職務代理者小藪助役が市政の報告を行
いました。

行
政
改
革
の
推
進

　

は
じ
め
に
、
最
重
要
課
題
で
あ
り

ま
す
「
行
政
改
革
の
推
進
」
へ
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
は
、
将
来
に
わ

た
っ
て
持
続
可
能
な
行
政
経
営
を
行

う
た
め
、
そ
の
方
向
性
を
明
ら
か
に

し
た
「
新
行
政
改
革
大
綱
」
を
策
定

す
べ
く
、
現
在
、
行
政
改
革
推
進
本

部
会
議
な
ら
び
に
市
民
会
議
等
を
開

催
す
る
な
ど
全
庁
的
に
取
り
組
ん
で

お
り
ま
す
。19

年
度
予
算

　

一
方
、19
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、

「
歳
入
に
見
合
う
歳
出
構
造
」
に
転

換
す
べ
く
、
こ
れ
ま
で
の
積
み
上
げ

予
算
か
ら
、
経
常
経
費
等
す
べ
て
の

事
務
事
業
に
か
か
る
歳
出
の
大
幅
削

減
を
骨
格
と
し
た
「
枠
配
分
方
式
」

を
検
討
す
る
よ
う
指
示
を
し
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

地
方
財
政
の
危
機
化
は
、
本
市
だ

け
で
な
く
全
国
的
な
問
題
で
あ
り
、

奈
良
県
に
お
い
て
も
７
月
３
日
に

「
真
の
地
方
自
治
を
確
立
す
る
奈
良

県
総
決
起
大
会
」
が
開
催
さ
れ
、
住

民
に
対
し
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で

き
る
地
方
交
付
税
の
総
額
を
確
保
す

る
よ
う
、国
に
要
望
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
後
も
、
限
ら
れ
た
財
源
、
人
材

等
の
資
源
を
活
用
し
、
経
営
的
感
覚

を
取
り
入
れ
、
徹
底
し
た
行
政
改
革

を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
、「
痛
み
を
と
も
な
う
改
革
」

を
断
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
市
議

会
な
ら
び
に
市
民
各
位
に
は
、
深
い

ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

交
通
政
策

　

次
に
、「
交
通
政
策
」
の
取
り
組

み
の
う
ち
、「
バ
ス
路
線
問
題
」
へ

の
対
応
に
つ
い
て
は
、
昨
年
来
、
県
・

関
係
町
村
お
よ
び
奈
良
交
通
株
式
会

社
と
、
現
状
路
線
を
で
き
る
限
り
維

持
す
る
前
提
で
、
路
線
の
再
編
計
画

お
よ
び
財
政
支
援
を
含
め
協
議
を
重

ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、10
月
１
日
か
ら
五
條
・

西
吉
野
線
を
含
む
10
路
線
で
ル
ー
ト

変
更
、
一
部
休
止
お
よ
び
減
便
を
余

儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
が
、
応
分
の
赤

字
補
て
ん
を
し
て
、
路
線
の
維
持
・

確
保
に
努
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

　

今
後
も
、
県
お
よ
び
奈
良
交
通
株

式
会
社
と
協
議
を
重
ね
な
が
ら
、
必

要
な
路
線
の
維
持
・
確
保
お
よ
び
財

政
支
援
を
強
く
要
望
し
て
ま
い
り
ま

す
。

五
條
・
吉
野
魅
惑
体
験
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　

次
に
、「
五
條
・
吉
野
魅
惑
体
験

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
に
つ
い
て
は
、

７
月
15
日
に
前
夜
祭
、
16
日
に
オ
ー

プ
ニ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
が
、
十
津
川
村

昴
の
郷
で
盛
大
に
開
催
さ
れ
、
本
市

か
ら
も
天
誅
組
魁
隊
の
参
加
や
特
産

品
販
売
等
を
行
い
、
多
く
の
市
民
の

方
々
に
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

一
方
、
事
業
の
一
環
と
し
て
、
７

月
30
日
に
は
柿
農
家
の
協
力
を
い
た

だ
き
、「
柿
づ
く
り
体
験
教
室
」
を

開
催
し
ま
し
た
。
当
日
は
、
市
外
か

ら
の
参
加
者
に
、
柿
の
作
り
方
な
ど

の
学
習
会
を
行
い
、「
日
本
一
の
柿

づ
く
り
の
市
」
を
Ｐ
Ｒ
し
ま
し
た
。

道
路
整
備
事
業

　

次
に
、「
ま
ち
の
活
性
化
」
の
取

り
組
み
の
う
ち
、「
道
路
整
備
事
業
」

に
つ
い
て
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
京
奈
和
自
動
車
道
五
條
道

路
に
つ
い
て
は
、
６
月
17
日
に
暫
定

２
車
線
で
全
線
開
通
し
ま
し
た
こ
と

は
、ご
案
内
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

開
通
に
と
も
な
い
、
す
で
に
国
道
24

号
等
の
交
通
渋
滞
の
緩
和
や
交
通
事

故
の
減
少
等
に
つ
な
が
っ
て
お
り
ま

す
。

　

ま
た
、
各
イ
ン
タ
ー
周
辺
道
路
お

よ
び
沿
道
に
お
け
る
広
告
景
観
へ
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
９
月
１
日

に
「
景
観
保
全
型
広
告
整
備
地
区
」

の
県
指
定
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
自
然
環
境
と
調
和
し
た
景
観
の

形
成
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

次
に
、
国
道
24
号
の
拡
幅
整
備
の

進
ち
ょ
く
状
況
に
つ
い
て
は
、現
在
、

国
と
連
携
し
て
本
陣
交
差
点
か
ら

市
役
所
下
ま
で
の
間
の
用
地
交
渉
を

行
っ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
全
線
の

整
備
実
現
に
向
け
鋭
意
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

　

一
方
、
市
の
幹
線
道
路
の
う
ち
、

市
道
五
條
北
部
幹
線
に
つ
い
て
は
、

京
奈
和
自
動
車
道
五
條
道
路
の
供
用

開
始
に
あ
わ
せ
て
全
線
開
通
い
た
し

ま
し
た
。

　

ま
た
、
市
道
五
條
荒
坂
線
の
拡
幅

整
備
に
つ
い
て
は
、
７
月
末
に
完
成

し
、
今
後
は
、
大
川
橋
の
右
折
レ
ー

ン
の
早
期
整
備
に
つ
い
て
、
県
に
働

き
か
け
て
ま
い
り
ま
す
。

　

次
に
、
地
域
高
規
格
道
路
「
五
條

新
宮
道
路
（
五
條
市
域
）」
の
概
略

ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
国
・
県
と
複

数
の
ル
ー
ト
案
を
も
と
に
、
ア
ク
セ

ス
性
お
よ
び
整
備
効
果
等
を
検
討
し

て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、「
現
道
の
国
道

１
６
８
号
で
五
條
市
街
地
お
よ
び

本
陣
交
差
点
を
通
過
し
て
、
国
道

３
１
０
号
に
よ
っ
て
五
條
イ
ン
タ
ー

へ
ア
ク
セ
ス
す
る
ル
ー
ト
帯
」
が
、

交
通
機
能
面
か
ら
見
た
整
備
効
果
の

点
で
最
も
優
位
性
が
あ
り
、
こ
の

ル
ー
ト
帯
を
基
本
に
調
査
を
進
め
て

い
く
こ
と
で
合
意
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
後
、
詳
細
道
路
計
画
の
検
討
お

よ
び
早
期
実
現
に
向
け
、
国
・
県
に

働
き
か
け
て
ま
い
り
ま
す
。
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街
な
み
環
境
整
備
事
業

　

次
に
、
新
町
地
区
の
「
街
な
み
環

境
整
備
事
業
」
に
つ
い
て
は
、
ま
ち

や
館
横
で
整
備
を
し
て
お
り
ま
し
た

通
路
美
装
化
工
事
が
、
６
月
末
で
完

成
し
、
美
し
い
石
張
り
の
通
路
と
な

り
ま
し
た
。

　

一
方
、
修
景
施
設
整
備
補
助
事
業

に
つ
い
て
は
、
本
年
度
は
７
件
を
受

け
付
け
、整
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

吉
野
川
の
活
性
化

　

次
に
、
吉
野
川
の
活
性
化
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
は
、
７
月
30
日
に
大

川
橋
南
詰
下
流
で
「
吉
野
川
フ
ェ
ス

タ
２
０
０
６
か
わ
っ
子
ま
つ
り
」
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
本
年
も
、
市
商

工
会
青
年
部
に
よ
る
「
手
作
り
筏
下

り
コ
ン
テ
ス
ト
」
が
行
わ
れ
、
市
内

外
か
ら
28
艇
の
参
加
が
あ
り
、速
さ
、

ア
イ
デ
ア
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
等
を
競

い
、
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

会
場
内
で
は
魚
の
つ
か
み
取
り
も
行

わ
れ
、
家
族
連
れ
な
ど
多
数
の
参
加

が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
８
月
５
日
に
も
、
大
川
橋

南
詰
下
流
で
「
水
辺
の
楽
校
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
」
が
開
催
さ
れ
、
市
内
の

小
学
校
児
童
57
名
が
、
魚
や
虫
さ
が

し
、
飯
ご
う
炊
さ
ん
な
ど
体
験
し
ま

し
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
、
吉
野
川
の

自
然
と
ふ
れ
あ
う
こ
と
に
よ
り
、
活

性
化
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　

次
に
、今
年
で
35
回
を
数
え
る「
吉

野
川
祭
り
」
に
つ
い
て
は
、
８
月
15

日
・
16
日
の
両
日
に
わ
た
り
、
吉
野

川
河
川
敷
一
帯
で
盛
大
に
行
わ
れ
ま

し
た
。
15
日
は
、
辯
天
宗
に
よ
る
灯

ろ
う
流
し
と
花
火
が
打
ち
上
げ
ら
れ

ま
し
た
。
16
日
の
花
火
は
、
雷
雨
の

た
め
中
止
と
な
っ
た
昨
年
の
残
念
な

思
い
を
振
り
払
う
か
の
よ
う
に
盛
大

に
打
ち
上
げ
ら
れ
、
夜
空
い
っ
ぱ
い

に
広
が
る
レ
ー
ザ
ー
光
線
と
花
火

に
、
訪
れ
た
多
く
の
皆
様
に
は
夏
祭

り
を
満
喫
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、「
南
都
乱
舞
〜
み
だ
れ

ま
い
」
に
は
、
県
内
外
か
ら
多
く
の

チ
ー
ム
の
参
加
を
得
て
、
会
場
を
大

い
に
盛
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
両
日
と
も
、
事
故
も
な
く
無
事

終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
こ
と

に
、
関
係
者
の
皆
様
に
深
く
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
吉
野
川
祭
り
35
周
年
記
念

イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
８
月
13
日
に
市

民
会
館
大
ホ
ー
ル
で
「
出
張
！
何
で

も
鑑
定
団
ｉ
ｎ
五
條
」
の
公
開
録
画

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
、
総
出

展
数
１
６
４
点
の
中
か
ら
選
ば
れ
た

６
点
が
鑑
定
さ
れ
、
驚
き
の
鑑
定
結

果
に
、
ど
よ
め
き
や
笑
い
声
が
ホ
ー

ル
中
に
響
き
わ
た
り
、
大
い
に
盛
り

上
が
り
ま
し
た
。

人
権
行
政

　

次
に
、「
人
権
行
政
」
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
は
、
７
月
は
、
差
別
を

な
く
す
強
調
月
間
で
あ
り
、
そ
の
一

環
と
し
て
、
差
別
を
な
く
す
市
民
集

会
・
人
権
講
演
会
の
開
催
、
人
権
相

談
、
広
報
特
集
号
の
発
行
、
啓
発
ポ

ス
タ
ー
・
標
語
の
展
示
等
を
行
い
、

市
民
へ
の
啓
発
活
動
を
積
極
的
に
行

い
ま
し
た
。教

育
行
政

　

次
に
、「
教
育
行
政
」
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
ご
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

　

ま
ず
、「
語
学
指
導
等
を
行
う
外

国
青
年
招
致
事
業
」
に
つ
い
て
は
、

大
塔
・
西
吉
野
地
区
担
当
の
外
国
語

指
導
助
手
（
Ａ
Ｌ
Ｔ
）
と
し
て
、
カ

ナ
ダ
出
身
の
ロ
ー
ニ
ー
・
ト
ム
ス
ン

さ
ん
が
８
月
か
ら
着
任
し
、
す
で
に

活
動
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、
青
少
年
健
全
育
成
事
業
の

一
環
と
し
て
「
18
年
度
ネ
イ
チ
ャ
ー

キ
ャ
ン
プ
」
を
、
小
学
校
５
年
生
か

ら
中
学
校
２
年
生
ま
で
の
児
童
・
生

徒
38
名
と
風
の
つ
ば
さ
、
県
青
少
年

指
導
員
お
よ
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
を

含
む
総
員
65
名
で
、
７
月
27
日
か
ら

30
日
ま
で
の
４
日
間
、
大
塔
町
旧
篠

原
小
学
校
で
行
い
ま
し
た
。
校
区
や

年
齢
の
異
な
る
市
内
の
児
童
・
生
徒

が
、
豊
か
な
自
然
の
中
で
、
様
々
な

体
験
学
習
を
通
し
て
、
思
い
や
り
の

心
、
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
協
力
し

て
活
動
す
る
力
を
体
得
す
る
な
ど
、

大
変
有
意
義
な
共
同
生
活
を
体
験
で

き
た
も
の
と
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

上
・
簡
易
水
道
事
業

　

次
に
、
水
道
事
業
の
取
り
組
み
の

う
ち
、「
上
水
道
事
業
」
に
つ
い
て

ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
ず
、
水
道
料
金
の
未
納
対
策
に

つ
い
て
は
、
未
納
整
理
事
務
手
続
要

領
に
基
づ
き
、
納
付
相
談
を
行
っ
て

ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
前

年
度
の
未
納
繰
越
額
に
対
し
て
約
10

パ
ー
セ
ン
ト
の
減
少
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。

　

今
後
も
さ
ら
に
、
水
道
料
金
は
受

益
者
負
担
が
基
本
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
未
納
者
に
は
給
水
停
止
も
視
野

に
入
れ
な
が
ら
、
未
納
額
の
回
収
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

次
に
、水
道
水
の
臭
気
（
カ
ビ
臭
）

に
つ
い
て
は
、
吉
野
川
原
水
の
臭
気

が
、
断
続
的
に
発
生
し
て
お
り
、
粉

末
活
性
炭
を
注
入
し
て
除
去
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
発
生
原
因
に
つ
い
て
は
、

関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
な
が
ら
原

因
究
明
に
努
め
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、「
簡
易
水
道
事
業
」
に
つ

い
て
は
、
15
年
度
か
ら
取
り
組
ん
で

お
り
ま
す
、
白
銀
北
お
よ
び
白
銀
南

地
区
の
簡
易
水
道
整
備
事
業
に
つ
い

て
は
、
早
期
の
完
成
を
目
指
し
、
整

備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

防
災
・
消
防
行
政

　

最
後
に
、「
市
民
の
生
命
と
財
産

を
守
る
防
災
・
消
防
行
政
」
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
ご
報
告
申
し
上
げ
ま

す
。

　

地
震
発
生
時
で
の
防
災
意
識
の
高

揚
と
初
動
体
制
の
確
立
を
図
る
こ
と

を
目
的
に
、
７
月
１
日
、
市
役
所
本

庁
・
各
支
所
お
よ
び
各
地
区
で
、
参

集
訓
練
、
情
報
収
集
伝
達
訓
練
お
よ

び
災
害
対
策
本
部
運
用
訓
練
な
ど
、

市
防
災
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
中
央
体
育
館
で
各
地

区
自
主
防
災
会
の
参
加
を
い
た
だ

き
、
市
職
員
と
合
同
で
図
上
訓
練
を

行
い
、
災
害
時
で
の
連
携
を
図
る
と

と
も
に
、
避
難
所
お
よ
び
浸
水
地
域

等
の
確
認
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　

ま
た
、
７
月
４
日
に
賀
名
生
幼
稚

園
で
賀
名
生
・
白
銀
北
幼
稚
園
お
よ

び
城
戸
・
大
塔
保
育
所
の
幼
年
消
防

ク
ラ
ブ
合
同
結
成
式
を
行
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
幼
年
期
か
ら
の
火
災

予
防
の
知
識
と
意
識
の
向
上
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
こ
れ

で
、
市
内
す
べ
て
の
幼
稚
園
・
保
育

所
（
園
）
に
幼
年
消
防
ク
ラ
ブ
が
結

成
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
、
救
急
救
助
業
務
に
つ
い
て

は
、
現
在
17
名
の
救
急
救
命
士
が
交

通
事
故
現
場
等
で
救
急
活
動
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。

　

今
後
、
さ
ら
な
る
高
度
な
技
術
に

よ
る
救
命
率
の
向
上
を
目
指
す
た

め
、
薬
剤
投
与
お
よ
び
気
管
挿
管
の

処
置
が
可
能
な
救
急
救
命
士
の
育
成

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

�



議会 議決された議案
■
条　

例

【
一
部
改
正
】

▼
母
子
医
療
費
助
成
条
例

　

・
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
奈
良
県
母
子
医
療
費
補
助
金

交
付
要
綱
が
改
正
さ
れ
る
た

め
、
入
院
時
生
活
療
養
費
を
母

子
医
療
費
の
助
成
対
象
か
ら
外

す
。

▼
国
民
健
康
保
険
条
例

　

・
医
療
制
度
改
革
に
伴
い
、
出
産

育
児
一
時
金
を
30
万
円
か
ら

35
万
円
に
引
き
上
げ
る
。

▼
養
護
老
人
ホ
ー
ム
設
置
条
例

　

・
老
人
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
本
条
例
中
の
文
言
を
整
備

▼
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
条
例

　

・
大
塔
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の

移
転
に
伴
い
、
本
条
例
中
の
文

言
を
整
備

▼
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例

　

・
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇

等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
期
日

を
定
め
る
政
令
が
施
行
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
本
条
例
中
の
文

言
を
整
備

▼
簡
易
水
道
設
置
条
例

　

・
施
設
整
備
に
伴
い
、
本
条
例
中

の
給
水
区
域
を
整
備

■
予　

算

▼
18
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）

　

・
複
合
施
設
建
設
工
事
費
、
耐
震

性
貯
水
槽
新
設
工
事
費
等
の
追

加
と
特
別
会
計
繰
出
金
の
減
額

で
差
引
き
２
，
５
３
８
千
円
を

追
加

▼
18
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

・
共
同
事
業
拠
出
金
、
療
養
給
付

費
国
庫
負
担
金
返
還
金
の
合
計

２
０
５
，
３
０
７
千
円
を
追
加

▼
18
年
度
下
水
道
事
業
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）

　

・
歳
入
予
算
の
う
ち
、
繰
入
金
と

下
水
道
事
業
債
の
組
替
え

▼
18
年
度
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）

　

・
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
償
還

金
、介
護
保
険
財
政
調
整
基
金
、

国
庫
等
償
還
金
の
合
計
４
２
，

８
９
５
千
円
を
増
額

■
決　

算

【
17
年
度
歳
入
歳
出
決
算
認
定
】

▼
一
般
会
計

　

実
質
収
支
額

	

３
５
３
，
１
９
３
千
円

▼
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

　

実
質
収
支
額

	

３
９
６
，
２
１
１
千
円

▼
簡
易
水
道
特
別
会
計

　

実
質
収
支
額

	

１
，
２
１
７
千
円

▼
老
人
保
健
特
別
会
計

　

実
質
収
支
額

	

２
４
，
８
０
６
千
円

▼
下
水
道
事
業
特
別
会
計

　

実
質
収
支
額	
０
円

▼
墓
地
事
業
特
別
会
計

　

実
質
収
支
額	

３
１
８
千
円

▼
介
護
保
険
特
別
会
計

　

実
質
収
支
額

	

４
９
，
４
４
７
千
円

▼
大
塔
診
療
所
特
別
会
計

　

実
質
収
支
額	

４
，
５
５
４
千
円

▼
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計

　

実
質
収
支
額	

９
０
４
千
円

▼
水
道
事
業
会
計

　
（
収
益
的
収
入
）

	

８
２
８
，
５
４
２
千
円

　
（
収
益
的
支
出
）

	

７
６
５
，
２
７
６
千
円

　

	

当
年
度
純
利
益

	

５
７
，
６
８
１
千
円

　
（
資
本
的
収
入
）

	

９
２
，
６
９
４
千
円

　
（
資
本
的
支
出
）

	

３
９
６
，
５
８
３
千
円

　
　

資
本
的
収
支
で
不
足
す
る
額

は
、
当
年
度
分
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
資
本
的
収
支
調
整
額
、
当

年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
、
建

設
改
良
積
立
金
で
補
て
ん

■
人　

事

▼
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
推
せ
ん

　

辰
己
清
史
（
た
つ
み
き
よ
ふ
み
）

さ
ん
（
西
吉
野
町
）
の
推
せ
ん
に

同
意

　
［
任
期
：
３
年
］

※
備　

考

　

１　

条
例
等
議
案
の
名
称
は
、
簡

略
化
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
（
例
）
五
條
市
母
子
医
療
費

助
成
条
例⇒

母
子
医
療
費
助
成

条
例

　
　

平
成
17
年
度⇒

17
年
度

　

２　

決
算
は
、
会
計
名
の
み
に
し

て
い
ま
す
。

�議決された議案



■問合先　奈良行政評価事務所	 ☎０５７０・０９０１１０
　　　　　五條市役所市民相談室	 　（内線３６３）

「行政相談」に

あなたの声を！

行政相談所を開設します
　10月16日（月）から22日（日）までの１週間は「行政相談週間」です。
　登記や年金、道路などの役所の仕事についてわからないことや困っているこ
とがありましたら、特設行政相談所を開設しますのでお気軽におたずねくださ
い。奈良地方法務局、県司法書士会、県社会保険労務士会、行政相談委員、
五條市、奈良行政評価事務所が相談に応じます。相談は無料、秘密は厳守します。

特設行政相談所
日時　１０月２６日（木）
　　　午前１０時３０分〜午後３時３０分
場所　五條サティ　１階特設会場

行政相談（10月予定）
福祉センター
　１０月１１日、１８日、２５日
　（毎水曜日）　午後１時〜４時
市役所西吉野支所
　１０月１８日（水）　午前１０時〜正午

　日本司法支援センター「法テラス」は、法的トラブルを解決するための情報やサービスを受けられるよう、
１０月より次の業務を開始しました。
　法的トラブルを解決するのにどのような方法があるのか分からない、どこに相談すればよいのか分からない、
といったときは、法テラスまでお気軽にお電話ください。

○情報提供
　法的トラブルの解決に役立つ情報の無料提供や、最も適切な相談窓口等のご紹介
○民事法律扶助
　資力の乏しい人のための無料相談や裁判費用などの立て替え
○司法過疎対策
　弁護士がいないなど法律サービスを受けることが難しい地域での適切な料金での法律サービスの提供
○犯罪被害者支援
　被害者支援に詳しい弁護士や支援団体などに関する情報の無料提供
○国選弁護関連業務
　国選弁護人を確保し、捜査から裁判まで一貫した国選弁護体制の整備

■問合先　日本司法支援センター奈良地方事務所　☎０５０・３３８３・５４５０

法テラス（情報提供）０５７０・０
ナ ヤ ミ ナ シ

７８３７４
ホームページhttp://www.houterasu.or.jp

�



こんにちは
ハナ・イェイツ
外国語指導助手（ALT）

です

日本に来る前に、クラスの子
供たちと約束しました。ご存じ
の方もいると思いますが、私は
五條に来る前は６年間英国の小
学校で教えていました。同じク
ラスを３年間受け持ったので、こ
の子供たちとはとても親密な関
係でした。私が日本に行くこと
を告げると、みんなはとても動

揺したようです。もし私が日本に２年いたら、自分たちが中学校（１１
歳から）になるまでには、もう会うことができないとわかったから
です。それで、わたしが日本に２年以上いることになるなら、みん
なが小学校を卒業するまでに必ず会いに来ると約束したのです。

この夏私はその約束を果たしました！　私は子供たちが卒業する
までに、彼らに会いに行けたのです。私は１００円ショップで買った
いろいろな物を詰め込んだ大きな包みと、それから子供たちに飲
ませてあげる「抹茶」を持って行きました。私は五條でお茶を習っ
ていたのでちょっとした茶道のまねごとをすることができました。

校舎の中に小さな部屋を借りました。そこで私は子供たちに入り
口では、靴を脱ぐことを教えました。子供たちは静かに部屋に入っ
てきます。私は座り方を教え、それから日本のお菓子を渡しました。
そしてお茶をたてました。次に
最初の「実験台」の子供に茶
わんを渡します。（その子はお
辞儀をしてもちろん「オテマエ、
チョウダイイタシマス」と言わ
なければなりません！）

子供たちは全員、お茶をた
て、次の人にそれを出すという
体験をすることができました。
驚いたことに、二人を除いて全員全部飲みほし、味も気に入ったみ
たいです。
私が初めて「抹茶」を飲んだ時はとてもまずいと思ったのですが。
子供たちは、最後の一滴までズズズズッと「音を立てて飲みほさ
なければならない」ことをとても面白いと思ったようです。音を立
てるのは英国で若い人が学ぶ食事のエチケットに全く反するからで
す。放課後、子供を迎えに来た保護者や何人かの先生方にも招待
しました。みんなお茶の奇妙な味に大いに驚いたようです。緑茶は
英国でも健康的な飲み物として最近、人気が高まっています。たぶ
ん、きっと近い将来日本の茶道も人気が出てくるのではないでしょ
うか。

＊この記事は、ＡＬＴの書いた英文を訳したものです。
　英語版は中央公民館にあります。

茶　　道

初めて抹茶を飲む子供たち

６年生になった子供たち

�国際交流



救急の日（９月９日）　救命講習会を開催
消防本部・保健福祉センターでは救急の日に伴い、心
肺蘇生法・止血法や自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の講
習会を実施しました。
83人の参加者は、訓練人形を使って心肺蘇生法を繰
り返し行うなど正しい応急手当を熱心に学びました。

※ＡＥＤとは、心臓がけいれんを起こすと血液が全身に
送れなくなるため、電気的ショックを与えてけいれんを
取り除く医療器具です。

五條市消防本部　☎22・3310

消防協力者へ感謝状
消防本部では、８月20日に発生した火災に際し、迅
速適切な消火活動によって火災を初期段階で消火し、延
焼防止と被害の軽減に尽力された功績に対し感謝状を贈
呈しました。

受賞者　庄司　政子　様
　　　　庄司　美代　様

　市役所本・支所担当窓口、取扱金融機関および郵便局で納付してください。
　納税は便利で確実な口座振替（自動払込）をご利用ください。
　各税目の納期限については、納付書で確認してください。
■問合先
　税務課徴収係　　（内線２５９、２６０）
　保険課保険税係　　（内線２６６、３６８）

10月は の納期です。市・県民税（第3期）
国民健康保険税（第4期）

本

本

�



市立・私立保育所（園）の入所者を募集します
　19年度市・私立の保育所（園）入所募集を行います。
■入所基準
　児童の保護者が、次のいずれかに該当し、かつ同居親族その他の人が、児童を保育することができないと認
められる場合。
　①　家庭外で働いている場合
　②　家庭内で児童と離れて家事以外の仕事をしている場合
　③　妊娠中または出産後間がない場合
　④　疾病や負傷、または精神もしくは身体に障害を有している場合
　⑤　長期にわたり疾病の状態、または精神もしくは身体に障害がある同居の親族を常時介護している場合
　⑥　震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合
　⑦　①から⑥までに類する状態の場合
■対象　平成１３年４月２日から平成１８年４月１日までの出生児
　○１歳以上３歳未満児保育を実施している施設
　　　五條・宇智野・北宇智・南宇智・牧野・岡保育所
　○満10か月児から保育を実施している施設
　　　なかよし保育園
　○満７か月児から保育を実施している施設
　　　ちべん保育園
＊延長保育を希望する場合は、個々に入所する保育所で相談のうえ、時間延長申込書を提出してください。
＊延長実施保育所（１１時間以上開所）は宇智野・南宇智・牧野・岡・北宇智・なかよし・ちべん保育所（園）の
　７か所です。
＊城戸保育所への申し込みは西吉野町居住者、大塔保育所への申し込みは大塔町居住者に限ります。
■受付日　１０月２５日（水）、２６日（木）午前９時〜午後４時
■申込方法　入所を希望する保育所（園）へ申し込んでください。
＊受付当日、印鑑を持参してください。
＊申請書は各保育所（園）にあります。
＊その他必要書類は申し込み時に保育所（園）で確認してください。
■問合先　各保育所（園）
　　　　　児童福祉課　　（内線３４９）

■市・私立保育所（園）名称および定員

本

名　　　　称 定　　員 所在地 電話番号
五條保育所 （市立） ７５人 五條３丁目２−４４ ２２・２１８４
宇智野保育所 〃 １３０人 今井３丁目３−２０ ２２・３１５７
北宇智保育所 〃 １３０人 近内町７３１ ２２・１１１０
阿太保育所 〃 ４５人 原町２６４ ２２・７４５１
南宇智保育所 〃 ９０人 霊安寺町１８３３ ２２・２３１８
阪合部保育所 〃 ６０人 中町３１５−１ ２２・５１１６
二見保育所 〃 ９０人 二見４丁目１−１０ ２２・４６６６
牧野保育所 〃 １４０人 中之町８０８−１ ２２・５０８５
岡保育所 〃 ６０人 岡町４９１ ２２・４１９４
城戸保育所 〃 ３０人 西吉野町川岸３３８ ３３・０１２３
大塔保育所 〃 ２０人 大塔町辻堂１１２ ３６・０２２８
ちべん保育園 （私立） １２０人 野原西２丁目８−８ ２２・３８４５
なかよし保育園 〃 １５０人 岡町７６４ ２４・４１１５
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五條地区市立３幼稚園（五條幼稚園・賀名生幼稚園・白銀北幼稚園）の
新入園児を募集します
平成１９年度新入園児の募集を次の要領で行います。市内に在住の人はだれでも申し込むことができます。

■募集人数

※ただし、募集人員をこえた場合は抽選で決定します。
■対象
　３年保育年少児＝平成１５年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれた子供
　２年保育年中児＝平成１４年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた子供
　１年保育年長児＝平成１３年４月２日から平成１４年４月１日までに生まれた子供
■受付日　１０月２３日（月）、２４日（火）午前９時から午後４時まで
＊両日とも各園（五條幼稚園・賀名生幼稚園・白銀北幼稚園）で行います。
＊入園願書は、各園または教育委員会事務局教育総務課および西吉野支所住民課にあります。受付当日印鑑を
　持参してください。
■一日体験入園
　五條幼稚園　２月１４日（水）
　賀名生幼稚園・白銀北幼稚園　１１月８日（水）
　※詳細は、願書受付時にお知らせします。
■問合先
　五條幼稚園　（本町３丁目１−１３）　☎２２・２２５０
　賀名生幼稚園（西吉野町和田１９４−１）　☎３２・００２３
　白銀北幼稚園（西吉野町奥谷１８５０）　☎３４・０７２２

幼稚園名 ３年保育年少児 ２年保育年中児 １年保育年長児
五條幼稚園 ６０人 ３３人 ３５人
賀名生幼稚園 ２０人 ２４人 ２３人
白銀北幼稚園 ２０人 ２３人 ２３人

子供たちを守りましょう

私たちにできること
★子供の周辺をうろつく不審な人には声をかけて
　ください。
★不審な人を見かけたらすぐ警察に通報してくだ
　さい。
★登下校時など、子供たちが外にでる時間帯に
　散歩や花の水やりなど、なるべく外に出て、子
　供たちに声をかけてください。
★自宅付近の危険箇所などを把握し、防犯意識
　を高めてください。
■問合先　青少年センター　☎２４・３００４

子供を守るのは大人の努めです

平成１８年度

全国地域安全運動
　今年も地域安全運動が、全国一斉に実施されます。
　この運動は、地域安全に資する関係機関・団体およ
び警察が、一体となって地域の防犯意識を高めるため、
地域安全気運の一層の浸透と定着を図り、安心して暮
らせる地域社会の実現を図るものです。
○運動の期間
　10月11日（水）から10月20日（金）までの10日間
○運動のスローガン
　　「みんなでつくろう安心の街」
○運動の重点
　▽子供の犯罪被害防止
　▽住宅を対象とする侵入犯罪の防止
　▽街頭におけるひったくり、性犯罪被害の防止
　▽車上ねらい、部品ねらい、オートバイ盗、自転車
　　盗の防止
　▽振り込め詐欺の防止
○五條市では、「五條地方明るい町村づくり対策協議
　会」が本運動の推進母体として
　10月11日（水）
　　　五條市役所庁舎前において地域安全運動出発式
　１０月１４日（土）
　　　野原公民館において五條地方地域安全住民集会
　を開催し、運動の盛り上がりを図るほか、地域住民
　と一体となった幅広い運動を推進します。

■問合先　市民相談室　　（内線３６３）本

�

五條市役所（本庁）　☎22-4001（代） 西吉野支所　☎33-0301（代） 大塔支所　☎36-0311（代）



吉野川　秋の風物詩「やな」設置

　「古事記」や「日本書紀」にも記されている秋の
風物詩、吉野川の「やな漁」が設置され、９月16
日にオープニングセレモニー（吉野川やな漁保存会
主催）が行われました。式典には約200人が参加。
テープカットが行われた後、なかよし保育園の園児
がやな漁を体験し、大きな歓声をあげアユを拾いま
した。
　今年から「やな」は吉野川左岸（五條側）に設置
され、10月下旬まで見学および体験することがで
きます。また桟敷も設けられ、アユ料理を食するこ
とができます。
■「やな漁」に関する問合先
　吉野川やな漁保存会（五條市漁業協同組合内）
　☎２５・３０７７

シルバー人材センター　社会奉仕活動
（社）五條市シルバー人材センターは、10月１日

から30日までの「シルバー人材センター事業普及啓
発促進月間」に先がけ、９月16日新町の史跡公園
で草刈り、落ち葉の清掃など社会奉仕活動を行い
ました。この活動には、役員、会員をはじめ新町
地区自治連合会会員116人が参加し、汗を流しまし
た。

10五條ニュース



秋の交通安全運動展開
９月21日から30日までの10日間、秋の全国交通

安全運動が全国一斉に実施され、五條市でも悲惨
な事故をなくすようさまざまな運動が実施されまし
た。初日の21日には宇智体育館で秋の交通安全県
民運動出発式が行われ、交通安全に尽力した功労
者に表彰状が贈られました。またちべん保育園の
園児による交通安全演技が行われ、この運動を盛
り上げました。

第21回奈良県消防操法大会に出場
消防団員の消防操法技術の向上と士気の高揚を

目的に、奈良県消防操法大会が８月22日天理市で
開催され、五條市消防団の代表として第３方面隊７

（北宇智地区）、８（大阿太地区）、９（南阿太地区）
から選抜された５人が出場しました。

出場選手は、昼夜厳しい訓練をかさね、大会で
は日ごろの訓練の成果を十分に発揮し優秀な成績
を収めました。

出場選手（敬称略）

阿太小で　不審者総合訓練
学校への不審者侵入を想定した訓練が、このほ

ど阿太小学校で開催され、教職員や警察などの関
係者が参加しました。訓練は刃物所持の不審者が
学校に乱入し児童や教員にけがを負わせたとの想
定で行われ、犯人に扮した警官を教職員が刺又（さ
すまた）を使って押さえ込むなどの実践的なもので、
学校の安全対策の重要性を再認識しました。

指揮者
１番員
２番員
３番員
４番員

中西正典（第３方面隊８）
川元猶次（第３方面隊９）
田中敦司（第３方面隊７）
東　和男（第３方面隊８）
益田吉仁（第３方面隊９）
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民間建築物吹付けアスベスト等分析調査事業費に
補助金を交付します
　五條市では、民間建築物吹付けアスベスト等分析調査に係る経費について、一部補助金の交付を行います。
　これは、アスベストによる被害の未然防止のため、多数の人が利用する民間建築物のアスベスト使用実態を把
握し、その早急な除去等の推進を図るために、吹付けアスベスト等分析調査を実施しようとする場合に対して、
予算の範囲内において補助金を交付する事業です。

■補助の対象となる建築物と対象部分
　多数の人が利用する店舗・ホテル・事務所・その他複数の人が利用する民間建築物。（戸建て住宅および個人
利用の倉庫等を除く。）
　ただし、多数の人が共同で利用する部分に限ります。
■補助の対象となるアスベスト分析調査
　▽露出して施工されている吹付け建材について行う、アスベスト含有の有無に係る調査。（定性分析）
　▽アスベストの含有量に係る調査。（定量分析）
■補助金の対象者　多数の人が利用する民間建築物の所有者等
■補助金額
　アスベスト分析調査費のうち、１か所当たり、60,000円を限度とします。（補助対象限度額90,000円の３
分の２）　　
■申請書の配付
　平成18年度中にアスベスト分析調査（定性分析・定量分析）を、実施予定されている民間建築物の所有者等が、
生活環境課（第２分庁舎２階）の窓口で受け取ってください。
■申請期間　10月から（先着順）
　＊補助金が予算額に達した時点で受付を終了します。
　＊補助の詳細については、生活環境課まで問い合わせてください。
■申込・問合先　生活環境課　　（内線３９１）

犬・ねこの飼い方などをめぐって
苦情やトラブルが増えています！！
困りますね！
　犬やねこが、公園・道路・河川敷・他人の土地・作物・ゴミ集積所などを荒らす、汚す。
　犬のフンを始末しない。（五條市の条例違反です）
　犬やねこを捨てる。
　犬を放し飼いにする。
※ねこが、他人の敷地でフンをして困るという苦情が増えています。
　トイレのしつけも、飼い主の責任です。
　ご近所トラブルにならないよう、きちんとしつけをしましょう。

正しい飼い方の基本って？
　犬やねこの好きな人ばかりがいるわけではありません。他人に迷惑や危害を及ぼすことのないよう、十分な心
　配りと正しいしつけが必要です。
　本能・習性および生理をよく理解して飼う。
　家族と同様の愛情を持って終生飼う。
　人の生命、身体または財産に対する侵害を防ぎ、生活環境を害することのないよう責任を持って飼う。

■問合先　生活環境課　　（内線３９１）

マナーを守って楽しい散歩。
後始末は最後まで！　それが飼い主の責任です。
犬の放し飼いはしないようにしましょう。
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知ってますか
ゴミの野焼きは禁止されています

本

　ゴミの焼却は煙や臭いが発生し、近隣に大変な迷惑をかけることになります。また、焼却する過程でダイオキ
シンが発生するので人の健康への影響も心配されています。
　地面へ穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却炉はもとより簡易な家庭用小型焼却炉においても
ゴミを焼却する「野焼き」は法律により禁止されています。
廃棄物の野焼きは「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」（廃棄物の処理及
び清掃に関する法律第１６条の２）と禁止されており、違反すると５年以下の懲役または、1,000万円以下の罰
金またはその併科に処せられます。（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２５条）

焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却
「公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却または、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であ
る廃棄物の焼却」　　　　　　　　　
　○風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
　　とんど焼き、しめ縄などの焼却
　○農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。
　○たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの。
　　暖をとるためのたき火
　　「軽微な焼却」とは煙の量や臭いなどが近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことです。

　野焼き禁止の例外規定とされる行為であっても生活環境上支障を与え、苦情のある場合は指導の対象となり
ます。
　許可や届出の不要な小型の焼却炉（火床面積0.5㎡未満かつ焼却能力50kg/時未満）でも、焼却設備の基
準を遵守する必要があります。

■問合先　内吉野保健所　地域生活課　☎２２・３０５１
　　　　　五條市役所　生活環境課　　（内線３８８）

焼却設備の基準
　外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入。
　燃焼可能温度800℃以上。助燃装置設置。温度測定装置。必要な通風が可能。
　煙突以外燃焼ガスを出さない。等

ごみの不法投棄、ポイ捨ては禁止です
　ごみの不法投棄、ポイ捨てが後を絶ちません。
　これらについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および、今年４月１日施行の「五條市たばこの吸い
殻及び空き缶等のポイ捨て禁止に関する条例」により処罰されますので絶対やめましょう。
　ひとりひとりがルールとマナーを守り、住みよいきれいなまちをつくりましょう。

■問合先　生活環境課　　（内線３８８）

空き地の適正な管理について
　この時期、雑草が繁茂することについての苦情、問い合わせ等が急増しています。これからは雑草は枯れてい
く季節ですが、セイタカアワダチソウ等の花粉により、近隣の住民が迷惑する場合があります。
　そこで、空き地の所有者やその管理者は、近隣住民の生活環境の保全、交通対策、害虫等の発生に関して迷
惑にならない様、雑草を早急に刈り取り、空き地の適正な管理に努めましょう。

■問合先　生活環境課　　（内線３８８）本
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Ａコース
戎神社バス停・ヤマト柿の葉ずし・五條市役所・五條消防署・木ノ原会館・大沢町集会所・牧野公民館・
田園５丁目南バス停・上之集会所・田園２丁目バス停・田園３丁目バス停・田園４丁目バス停・八幡神社・
田園１丁目バス停・椋本工務店・岡バス停・山田造園・まんりょう池

１０月24日（火）
１１月20日（月）
１２月 1日（金）

Ｂコース
西河内上集会所・久留野町会館・小和町自治会館・北宇智公民館・出屋敷町入口・小山バス停・エルベタ
ウンコミュニティハウス・住川バス停・宇野バス停・上今井バス停・今井バス停・五條バスセンター・五条駅・
須恵郵便局・五條町バス停・上野商店・杉中写真館

１０月２７日（金）
１１月 6日（月）
１２月１９日（火）

Ｃコース
大野新田町集会所・三在バス停・山田口バス停・西阿田バス停・阿太山田バス停・阿太小学校バス停・八
田バス停・南阿太公民館前バス停・湯谷口バス停・上島野バス停・六倉バス停・栄山寺橋口バス停・野原
東住民センター・池芝バス停・走井バス停・野原土取バス停・金剛寺バス停・大川橋南詰バス停・野原バス停・
南宇智公民館・良峯バス停・千戸バス停・生子バス停・丹原バス停・御山町集会場

１０月13日（金）
１１月28日（火）
１２月15日（金）

Ｄコース
井上内親王宇智陵・樫辻町集会所・割烹まつもと・大深バス停・松の段バス停・火打町バス停・相谷集会所・
大津バス停・ＪＡ阪合部支店・阪合部文化会館・犬飼バス停・国道犬飼バス停・山野原バス停・大和二見駅・
寒川医院・吉野川浄化センター・二見川端口バス停

１０月20日（金）
１１月14日（火）
１２月11日（月）

Ｅコース
大塔村辻堂南バス停・小代下バス停・阪本バス停・天辻バス停・坂巻バス停・城戸バス停・大日川バス停・
賀名生和田バス停・老野南口バス停

１０月３０日（月）
１１月１０日（金）
１２月 5日（火）

社会保険料（国民年金保険料）控除証明書が送付されます
〜年末調整や確定申告で添付等が義務付けられています〜
　国民年金保険料は、税の申告をする時、納めた保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。
　この社会保険料控除の申告について、平成１７年３月に所得税法が改正され、平成１８年中に納めた保険料に
ついて社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行う際に、保険料を支払ったことを証明する書
類（領収証書等）の添付等が義務付けられています。
　
　このため、国民年金保険料を納付した場合には、社会保険庁から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が送付されますので、年末調整や確定申告を行う時まで大切に保管してください。

　手続きや不明な点等があれば、住民票のある市町村役場の国民年金担当窓口または最寄りの社会保険事務所
まで、問い合わせてください。

奈良社会保険事務局年金課

■問合先　市民課年金係　　（内線２６８、３７０）
　　　　　大和高田社会保険事務所　☎０７４５・２２・３５３１

老人憩の家送迎バスについて
老人憩の家では次のとおり送迎バスを運行していますので、利用してください。
■送迎バスコース・日程（コースは順不同）

■利用方法
　送迎バスを利用する際は２日前までに予約を行ってください。
　・予約の際には氏名、電話番号、乗車場所を申し出てください
　・乗車時間は予約状況により調整し、後日連絡します
　・予約のある乗車場所にのみ停車します
　・帰りのバスは、午後３時に出発します
　・予約のない場合は運休します
■その他
　・利用は午前９時から午後５時まで、対象は60歳以上の人
　・カラオケ・マッサージ機等は、自由に利用できます。ただしカラオケは午後４時までの利用となります。
■申込・問合先　老人憩の家　五條市霊安寺町２２０５　☎２３・０４３１

1�くらしのメモ



○展示等																																																																						
■１１月４日（土）	午前９時30分〜午後５時																						
　１１月５日（日）	午前９時〜午後４時

市民会館玄関前 文化祭開会行事
（午前９時30分〜10時）

市民会館大ホール

発表第１部（午前10時〜11時30分）
子供朗読（午前10時）
ボディートーク（午前10時30分）
手話（午前10時50分）
発表第２部（午後１時〜４時30分）	
和太鼓（午後１時）
詩吟（午後１時20分）
民踊（午後２時）
筝・尺八（午後２時20分）
日本舞踊（午後２時50分）
着付（午後３時30分）
児童合唱（午後４時10分）

市民会館2階会議室 謡曲（午前10時〜午後４時）

市民会館大ホール

発表第３部（正午〜午後３時40分）	
女声合唱・女声コーラス・混声合唱（正午）
大正琴（午後０時40分）
新舞踊（午後１時20分）	
朗読（午後２時）
銭太鼓・三味線（午後２時30分）
吹奏楽（午後３時10分）

中央公民館 盆栽、茶席（立礼席）、写真、押絵、生け花、工芸（造花・組紐・洋裁・その他）、書道

市 民 会 館 五條郵趣会、環境問題展示、洋画・彫塑等、日本画
中央体育館              市内保幼小中児童生徒の図画・習字作品展示

　１１月４日（土）、５日（日）の２日間、中央公民館、市民会館および中央体育館で「第３５回五條市文化祭」を開催します。
○舞台発表等
■１１月４日（土）	 ■１１月５日（日）

■問合先　生涯学習課社会教育係　　（内線８２４、８２５）

第35回五條市文化祭 １１月４日（土）・５日（日）

本

フ験 ルバテス
体

惑魅 ェ ィ五條 吉野

五條の燈
とう

花
か

会
え

 

■日時　１０月21日（土）
　　　　午後５時〜８時30分	※小雨決行
■場所　吉野川右岸大川橋（下流）河川敷
・見学のみなさんに着火していただきます。
　参加よろしくお願いします。
	（午後5時から開会セレモニー、５時20分から
着火方法の説明、５時30分から着火開始予定）

	▽同時開催イベント

■出演予定者
　奥田真祐美
　（シャンソン歌手・賛助出演）

	 　ジュンゾーバンド、SPY、
　サカモトリオ
■さじき
　（鮎遊膳、鮎塩焼、等）

■問合先　企画調整課　　（内線３０６）本

あかね Jazz Live

フィナーレイベント
■日時　10月22日（日）午前10時〜午後４時
■場所　吉野川大川橋周辺河川敷広場
　　　　※雨天の場合、市民会館および中央体育館
■主なイベント
▽フィナーレセレモニー
　（午前11時〜午前11時20分）
▽魅惑体験フェスティバル応援ステージ　第一部
　（午前11時25分〜午後0時10分）
▽MBS公開録音ステージ
　（午後1時〜午後2時30分）
▽魅惑体験フェスティバル応援ステージ　第二部
　（午後3時10分〜午後4時）
▽やな漁体験
▽その他	
　五條・吉野の『おいしい市にち』
　　〜12市町村の味と食の饗宴〜
　「まぼろしの五新鉄道」ミニ列車運行
　かげろう座−「匠の秋」
　食の乱反射　ほか

▽かぼちゃ重量コンテスト
■表彰式時間　午後3時10分開始
■場所　会場特設ステージ	
■審査方法		かぼちゃ（ジャンボかぼちゃ）の重量で
順位を決定します。実行委員会が表彰を行います。上
位６位まで表彰します。飛び賞もあります。
＊審査対象は１人１個（参加賞は全員に配布）
「かぼちゃ」の搬入は午前9時から10時までに行って
ください。
■問合先		農林課　　（内線２７０）本

1�

五條市役所（本庁）　☎22-4001（代） 西吉野支所　☎33-0301（代） 大塔支所　☎36-0311（代）



カルム五條では、赤ちゃんからお年寄り
まですべての市民の方の健康相談を受け
つけています。
お気軽にご利用ください。

カルム五條
（保健福祉センタ−）
☎２２−４００１
内線２８９，２９０
FAX２２−６５８５

成人対象
大腸がん検診 　近年“大腸がん”が目立って増加してきています。恐ろしいがんから身を守るには、早期発見

と早期治療が大切です。この機会にぜひ受診してください。
■日時・場所　別表のとおり（詳しい回収場所･時間等は申
込者へ直接通知します）

■対象者　市内に在住の40歳以上の人（平成１９年３月３１
日までに40歳になる人を含みます）

＊ただし本年４月以降に市の検診で便潜血検査を受診した
人は受けられません。

■検査方法
　この検診は、肉眼では見えない血が便の中に混じってい
ないかを調べます。申込者には、２回分の便を採る容器
と問診票を郵送しますので、指定日に便を採り回収日に
会場へ持参してください。

■料金　２回分検査時＝200円、１回分検査時＝１００円（容
器回収時に支払ってください）

　＊70歳以上は無料です。
■申込方法
　検診日の７日前までに申し込んでください。旧五條市在住で昨年旧市の大腸がん集団検診を
受診した人は申し込みは不要です。

■申込･問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０）
お知らせ
市民健康セミナー 　奈良県では、がんで亡くなる場合の１位が肺がんです。また、最近マスコミで報道されている

ように、アスベストによる影響があるといわれ、今後も増加が予想されている病気です。その「肺
がん」についての予防や診断・治療について最新情報をわかりやすく解説します。
　また気軽に質問できるコーナーもありますので、ぜひ参加してください。
■日時　10月28日（土）午後１時30分〜３時30分
■場所　カルム五條
■演題　「肺がんの早期診断と治療」〜予防のためにできること〜
■講師　森安　博人　先生（県立五條病院内科部長）
　　　　西村　幸洋　先生（県立五條病院放射線科部長）
■費用　無料
■申込方法　10月27日（金）までに申し込んでください。
■申込・問合先　保健福祉センター成人保健係（内線２９０）

■別表
実施日 実施地区

１１月　６日（月）西吉野町
１１月　７日（火）大塔町
１１月　８日（水）田園・牧野
１１月１５日（水）南宇智・阪合部
１１月３０日（木）西吉野町
１２月　１日（金）西吉野町
１２月　４日（月）西吉野町
１２月　５日（火）西吉野町
１２月　８日（金）五條
１２月１５日（金）北宇智・宇智
１月16日（火）野原・阿太

市立五條文化博物館
平成１８年度秋季企画展

五條を掘るⅢ
−荒坂瓦窯群発掘調査速報−

○記念講演会
■日時　１１月12日（日）午後２時30分〜４時
■場所　市立五條文化博物館１階研修室
■定員　60人（事前に申し込んでください）
■テーマ　飛鳥の古代寺院と荒坂瓦窯群（仮題）
■講師　泉森皎先生（五條市文化財保護審議会委員）

○発掘調査報告会
■日時　１１月12日（日）午後1時30分〜2時15分
■会場　市立五條文化博物館１階研修室
■定員　60人（事前の申し込みは不要です）
■報告者　前坂尚志（本館学芸員）
※講演会・報告会とも観覧料で聴講できます

企画展は１２月１０日（日）まで開催します
■申込・問合先
　市立五條文化博物館　☎２４・２０１１

１０月２８日（土）開幕
■会場　市立五條文化博物館３階特別展示室

1�カルムのひろば



催し

み
ん
な
で
、歩
き
ま
せ
ん
か
！

　

運
動
を
す
る
に
は
、
い
い
季
節
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
紅
葉
を
見
な
が

ら
楽
し
く
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
し
て
み

ま
せ
ん
か
。

■
日
時　

11
月
18
日
（
土
）
午
前
10

時
〜
11
時
30
分

■
集
合
場
所　

一
ノ
木
ダ
ム
駐
車
場

ま
た
は
、
カ
ル
ム
五
條
か
ら
マ
イ

ク
ロ
バ
ス
で
送
迎
あ
り
。（
９
時

30
分
出
発
）
送
迎
希
望
の
人
は
事

前
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

　
（
雨
天
の
場
合
は
カ
ル
ム
五
條
）

■
定
員　

30
人

■
内
容　

４
km
程
度
の
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
（
一
ノ
木
ダ
ム
周
回
）

■
指
導
者

　

五
條
市
運
動
普
及
推
進
員

■
持
ち
物　

運
動
の
で
き
る
服
装
、

タ
オ
ル
、
水
分
補
給
の
で
き
る
も

の
、
雨
天
の
場
合
上
履
き

■
申
込
締
切　

11
月
15
日
（
水
）

■
申
込
・
問
合
先

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
成
人
保
健
係

　
（
内
線
２
９
０
）

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー講習

会

■
日
時　

座
学
＝
10
月
25
日
（
水
）

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

　

実
技
＝
10
月
26
日
（
木
）
午
後
１

時
30
分
〜
４
時
30
分
（
雨
天
予
備

日
）
10
月
27
日
（
金
）

■
場
所　

座
学
＝
カ
ル
ム
五
條

　

実
技
＝
五
條
市
衛
生
セ
ン
タ
ー

（
二
見
５
丁
目
）

■
定
員　

先
着
25
人
（
お
お
む
ね
60

歳
以
上
の
人
）、
定
員
に
な
り
次

第
締
め
切
り
ま
す
。

■
テ
ー
マ　
「
緑
地
保
全
」
庭
木
の

せ
ん
定

■
費
用　

無
料

■
申
込
方
法　

10
月
20
日
（
金
）
ま

で
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
申
込
・
問
合
先

　

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　

☎
２
２
・
５
５
４
１

ア
ン
ニ
ョ
ン
ハ
セ
ヨ

ハ
ン
グ
ル
講
座

　

初
歩
か
ら
ハ
ン
グ
ル
を
学
び
、
文

字
・
日
常
会
話
を
習
得
し
ま
し
ょ
う
。

■
日
時　

11
月
か
ら
平
成
19
年
３
月

ま
で
の
毎
週
木
曜
日　

午
後
６
時

30
分
〜
８
時

■
場
所　

中
央
公
民
館

■
定
員　

20
人
（
五
條
市
に
在
住
ま

た
は
勤
務
の
成
人
）

■
指
導
者　

李
華
鮮
（
リ
ー
・
フ
ァ

ソ
ン
）
先
生

■
費
用　

３
０
０
円

　
（
利
用
団
体
会
費
、
た
だ
し
テ
キ

ス
ト
代
１
，
５
０
０
円
）

■
申
込
方
法　

10
月
30
日
（
月
）
ま

で
に
年
会
費
を
添
え
て
中
央
公
民

館
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
定

員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

■
申
込
・
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

押
し
花
ア
ー
ト
講
座

　

花
の
色
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
押
し

花
で
、
す
て
き
な
額
絵
を
作
っ
て
み

ま
せ
ん
か
？

■
日
時　

10
月
26
日
（
木
）
午
前
９

時
30
分
〜
正
午

■
場
所　

中
央
公
民
館

■
定
員　

20
人
（
五
條
市
に
在
住
ま

た
は
勤
務
の
成
人
）

■
テ
ー
マ　

仲
良
し
（
色
紙
額
）

■
指
導
者　

田
中
澄
代
先
生
（
日
本

レ
ミ
コ
押
し
花
学
院
講
師
）

■
参
加
費　

２
，
９
０
０
円
（
材
料

費
２
，
６
０
０
円
、
利
用
団
体
連

絡
協
議
会
費
３
０
０
円
）

■
持
ち
物　

カ
ッ
タ
ー
・
は
さ
み
・

ペ
ー
パ
ー
ボ
ン
ド
・
鉛
筆
・
ピ
ン

セ
ッ
ト
・
古
新
聞
・
ゴ
ミ
袋

■
申
込
方
法　

10
月
20
日
（
金
）
ま

で
に
参
加
費
を
添
え
て
中
央
公
民

館
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他　

託
児
有
り
（
２
歳
以
上

就
学
前
の
幼
児
・
要
予
約
・
無
料
）

■
申
込
・
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

ち
ぎ
り
絵
講
座

　

来
年
の
干
支
「
亥
」
を
ち
ぎ
り
絵

で
表
現
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

■
日
時　

11
月
17
日
（
金
）
午
前
９

時
30
分
〜
正
午

■
場
所　

中
央
公
民
館

■
定
員　

15
人
（
五
條
市
に
在
住
ま

た
は
勤
務
の
成
人
）

■
テ
ー
マ　

干
支
の
ち
ぎ
り
絵
「
亥

（
イ
ノ
シ
シ
）」

■
指
導
者　

稲
葉
孝
子
先
生
（
し
ゅ

ん
こ
う
ち
ぎ
り
絵
講
師
）

■
参
加
費　

１
，
９
８
０
円
（
材
料

費
１
，
６
８
０
円
、
利
用
団
体
連

絡
協
議
会
費
３
０
０
円
）

＊
作
品
を
追
加
す
る
場
合
は
、
別
途

材
料
費
が
必
要
。

■
持
ち
物　

工
作
の
り
・
は
さ
み
・

鉛
筆
・
筆
（
小
）・
ピ
ン
セ
ッ
ト
・

鉄
筆
（
イ
ン
ク
の
出
な
い
ボ
ー
ル

ペ
ン
）・
お
し
ぼ
り
・
ゴ
ミ
袋

■
申
込
方
法　

11
月
９
日
（
木
）
ま

で
に
参
加
費
を
添
え
て
中
央
公
民

館
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他　

託
児
有
り
（
２
歳
以
上

就
学
前
の
幼
児
・
要
予
約
・
無
料
）

■
申
込
・
問
合
先

　

中
央
公
民
館

　

☎
２
４
・
２
０
０
１

ご
じ
ょ
う
ば
う
む学芸

員
ト
ー
ク

　

休
日
の
ひ
と
時
、
歴
史
の
好
き
な

人
同
士
で
歴
史
や
文
化
財
の
こ
と
を

語
り
合
い
ま
せ
ん
か
。

■
日
時　

10
月
15
日
（
日
）
午
後
２

時
か
ら

■
場
所　

市
立
五
條
文
化
博
物
館

■
定
員　

20
人
（
先
着
順
）

■
今
月
の
話
題
提
供
者　

小
笠
原
彰

（
本
館
所
属
発
掘
調
査
技
師
）

■
参
加
費　

２
０
０
円（
茶
菓
子
代
）

■
申
込
・
問
合
先

　

市
立
五
條
文
化
博
物
館

　

☎
２
４
・
２
０
１
１

奈
良
県
子
ど
も
大
集
会

■
日
時　

11
月
12
日
（
日
）
午
前
10

時
〜
午
後
３
時

■
場
所　

阿
田
峯
公
園

■
対
象
者　

子
ど
も
会
の
会
員
お
よ

び
参
加
希
望
者
（
大
人
も
参
加
で

き
ま
す
）

■
内
容　

ド
ッ
ジ
ビ
ー
大
会
、
ク
ラ

フ
ト
、
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
、
金
魚

す
く
い
な
ど

■
持
ち
物　

弁
当
、
お
茶
、
上
靴
、

雨
が
っ
ぱ
、
タ
オ
ル

■
申
込
方
法　

11
月
２
日
（
木
）
ま

で
に
申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記

入
し
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

■
申
込
・
問
合
先

　

生
涯
学
習
課　
　
（
内
線
８
２
０
）

み
ん
な
で
ト
ラ
イ
！
！

エ
コ
ラ
イ
フ
体
験
２
０
０
６

　

私
た
ち
が
身
近
に
で
き
る
こ
と
を

体
験
し
な
が
ら
学
び
、
各
家
庭
で
も

エ
コ
ラ
イ
フ
を
と
り
い
れ
て
み
ま

し
ょ
う
。

■
日
時　

11
月
12
日
（
日
）
午
前
11

時
30
分
〜
午
後
４
時

■
場
所　

中
央
体
育
館

■
定
員　

１
０
０
人
（
小
学
生
以
上

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
）

＊
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選

■
費
用　

無
料

■
内
容　

み
み
ず
コ
ン
ポ
ス
ト
作
成

（
生
ゴ
ミ
処
理
）、
廃
油
ロ
ー
ソ
ク

作
成
、
エ
コ
ラ
イ
フ
講
座
ほ
か

■
申
込
方
法　

10
月
31
日
（
火
）
ま

で
に
事
前
申
込
が
必
要
で
す
の
で

問
い
合
わ
せ
先
へ
電
話
で
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。
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　11月のくみ取りについては、次の日
程を予定していますので、業者へ直接
依頼してください。

１1月１0日（金）･２1日（火）
※当日の受付はできません。

■
問
合
先

　
（
社
）
五
條
青
年
会
議
所

　

☎
２
３
・
０
３
０
４
（
受
付
時
間

＝
月
〜
金
、
午
後
１
時
〜
５
時
）

さ
ざ
な
み
コ
ン
サ
ー
ト

　
■
日
時　

11
月
19
日
（
日
）
午
後
２

時
（
１
時
30
分
開
場
）

■
場
所　

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

■
曲
目　

ア
レ
ル
ヤ
（
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
作
曲
）、
幻
想
即
興
曲
（
シ
ョ

パ
ン
作
曲
）
ほ
か

■
出
演
者　

松
本
久
美
子
、
三
木
栄

子
、
上
辻
静
子
、
中
村
茂
子
、
辛

島
則
子
、
中
道
瑞
絵
、
グ
ル
ー
プ

環
、
五
條
混
声
合
唱
団

■
入
場
料　

１
，
０
０
０
円

■
問
合
先

　

中
央
公
民
館　

☎
２
４
・
２
０
０
１

　

岡
忠
商
店　

☎
２
２
・
２
１
６
１

　

三
木　

☎
２
５
・
０
９
９
５

青
翔
高
校　

ピ
ー
タ
ー
フ
ラ

ン
ク
ル
特
別
講
演
会

■
日
時　

11
月
２
日
（
木
）
午
後
２

時
〜
３
時
30
分

■
場
所　

県
立
青
翔
高
等
学
校
体
育

館
■
定
員　

先
着
５
０
０
人
（
定
員
に

な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
）

■
講
師　

ピ
ー
タ
ー
・
フ
ラ
ン
ク
ル

さ
ん
（
国
際
数
学
者
）

■
費
用　

無
料

■
申
込
方
法　

10
月
16
日
（
月
）（
必

着
）
ま
で
に
フ
ァ
ッ
ク
ス
ま
た
は

は
が
き
に
住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
を
明
記
し
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。

■
申
込
・
問
合
先

　

県
立
青
翔
高
等
学
校

　

〒
６
３
９
・
２
２
７
１　

御
所
市

５
２
５
番
地

　

☎
０
７
４
５
・
６
２
・
３
９
５
１

　

FAX
０
７
４
５
・
６
２
・
６
６
６
２

危
険
物
取
扱
者
試
験

■
日
時　

11
月
23
日
（
木
・
祝
）

■
場
所　

天
理
教
お
や
さ
と
や
か
た

東
右
第
４
棟
（
天
理
市
布
留
町

２
０
０
）

■
試
験
区
分　

甲
・
乙
・
丙
種

■
願
書
受
付
期
間　

10
月
10
日（
火
）

〜
10
月
12
日
（
木
）

■
そ
の
他　

願
書
は
五
條
市
消
防
本

部
に
あ
り
ま
す
。

■
問
合
先

　

五
條
市
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
２
２
・
３
３
１
０

危
険
物
取
扱
者
試
験予

備
講
習

■
日
時　

北
部
会
場
＝
11
月
５
日

（
日
）

　

南
部
会
場
＝
11
月
11
日
（
土
）

■
場
所　

北
部
会
場
＝
奈
良
県
中
小

企
業
会
館
（
奈
良
市
）

　

南
部
会
場
＝
奈
良
県
社
会
福
祉
総

合
セ
ン
タ
ー
（
橿
原
市
）

■
対
象　

乙
種
第
４
類
受
験
者

■
受
付
期
間　

10
月
10
日
（
火
）
〜

10
月
12
日
（
木
）

■
そ
の
他　

受
付
は
五
條
市
消
防
本

部
で
行
い
ま
す
。

■
問
合
先

　

五
條
市
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
２
２
・
３
３
１
０

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
会

■
日
時　

北
部
＝
11
月
21
日
（
火
）

　
　
　
　

南
部
＝
11
月
28
日
（
火
）

■
場
所　

北
部
＝
奈
良
県
中
小
企
業

会
館
（
奈
良
市
）

　

南
部
＝
奈
良
県
広
域
地
場
産
業
振

興
セ
ン
タ
ー
（
大
和
高
田
市
）

■
受
付
期
間　

10
月
16
日
（
月
）
〜

20
日
（
金
）

■
そ
の
他　

受
講
申
請
書
は
、
五
條

市
消
防
本
部
に
あ
り
ま
す

○午後１時から
■開会行事
■第２１回健康講演会
　▽講師		程		一彦(てい　かずひこ)		さん
　　料理研究家として、和・洋・中の料理方法とそのコツを紹介し、食
　　と健康のかかわりを幅広く分かりやすく説明し各地の講演で好評。
　▽演題		「知って得する食事学		〜間違った食生活とは〜」

○午後３時から
■健康チェック測定
　▽足の裏健康測定・姿勢度チェック
　▽頭の老化度チェック
　▽食生活チェック
　▽指先でみる健康チェック
　▽血圧、体脂肪チェック
■問合先		保険課　　（内線２６７、３６７）

ピーター・フランクルさん

はじめよう！　食生活改善
五條市健康フェスティバル

■日時  １０月２９日（日）
■場所  市民会館

程  一彦  さん
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■
問
合
先

　

五
條
市
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
２
２
・
３
３
１
０

土
地
取
引
に
は
届
出
が
必
要

で
す
。

提
出
期
限
は
契
約
締
結
日
か

ら
２
週
間
以
内
で
す
。

　

国
土
利
用
計
画
法
は
、
適
正
か
つ

合
理
的
な
土
地
利
用
の
確
保
を
図
る

た
め
土
地
取
引
の
届
出
制
度
を
設
け

て
い
ま
す
。

　

土
地
取
引
に
係
る
契
約
（
予
約
を

含
む
。）
を
し
た
と
き
は
、
権
利
取

得
者
（
例
え
ば
、
買
主
）
は
、
２
週

間
以
内
に
土
地
売
買
等
の
届
出
を
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
届
出
が
必
要
な
土
地
の
面
積

　

市
街
化
区
域

　

２
，
０
０
０
㎡
以
上

　

市
街
化
調
整
区
域

５
，
０
０
０
㎡
以
上

　

都
市
計
画
区
域
外

１
０
，
０
０
０
㎡
以
上

■
届
出
先

　

届
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

添
付
書
類
（
契
約
書
の
写
し
、
地

図
な
ど
）
と
と
も
に
、
土
地
の
所

在
す
る
市
町
村
役
場
に
届
け
出
て

く
だ
さ
い
。

■
審
査
内
容

　

土
地
の
利
用
目
的
が
、
土
地
利
用

の
計
画
に
適
合
し
な
い
場
合
に

は
、
利
用
目
的
の
変
更
を
勧
告

し
、
是
正
を
求
め
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

■
罰
則

　

届
出
を
し
な
か
っ
た
り
、
虚
偽
の

届
出
を
す
る
と
６
か
月
以
下
の
懲

役
、
ま
た
は
、
１
０
０
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

■
問
合
先

　

奈
良
県
企
画
部
資
源
調
整
課

　

☎
０
７
４
２
・
２
７
・
８
４
８
７

（
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
）

　

奈
良
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.pref.nara.jp/

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

《
善
意
銀
行
》

　

藤
田
勝
典
（
丹
原
町
）

　

五
條
市
職
員
組
合

　

生
蓮
寺
世
話
人
会
和
讃
講

　

國
川
（
今
西
）
崇
子
（
八
尾
市
）

《
福
祉
基
金
》

　

檜
尾
美
千
代
（
大
塔
町
宇
井
）

　

宗
教
法
人
辯
天
宗

訂
正

　

広
報
五
條
８
月
号
２
、３
ペ
ー

ジ
「
高
齢
者
の
自
立
を
支
え
ま

す
」
の
文
中
、「
五
條
市
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
」
の
電
話
番
号
「
☎

２
２
・
２
６
４
０
」
と
あ
る
の
は
、

「
☎
２
５
・
２
６
４
０
」
の
誤
り
で

す
。
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